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ローストビーフやレアステーキを原因とする腸管出血性大腸

菌による食中毒が発生！患者 1名の死亡も確認！！ 

令和4年8月22日から8月26日の間に京都府内の食料品店が調理加工

した惣菜（ローストビーフやレアステーキ）を購入し、食べた 4グループ 5名

のうち 5名が下痢、腹痛等の食中毒症状を呈していることが判明し、山城北

保健所は調査の結果、当該施設が提供した食品を原因とする食中毒と断定

し、同施設に対して営業停止処分を行いました。その後、患者 1名がお亡くな

りになられたことが確認されています。 

◎滋賀県においては、県下全域に腸管出血性大腸菌感染症多発警

報が複数回発令されています!! 

☆腸管出血性大腸菌食中毒の予防ポイント☆ 

●食肉、内臓を生食用として提供・販売しない。 

●食肉を加熱して提供する場合は、十分に加熱しましょう。 

（中心温度７５℃以上で 1分以上の加熱が必要です。） 
●加熱せずに提供する野菜や果物は、洗浄・消毒を行いましょう。 

●調理前、トイレ使用後や生肉を触った後は、石けんで十分に手を洗いま
しょう。 

●従事者の健康管理の徹底をし、体調不良の人は調理に従事させないよう
にしましょう。 

●調理済み食品や生のまま提供する食品が、生肉との接触や肉類のドリッ
プ等で汚染を受けないようにしましょう。 

●まな板、包丁等の器具類は、用途別の使い分けを徹底しましょう。 

＜その他の注意点＞ 

●無症状病原体保有者が調理中に食品を汚染する可能性があります。病
原体保菌者でないことを確認するため、定期的に従事者の検便を行いま

しょう。 
＜お問い合わせ先＞ 

大津市保健所 衛生課 食品指導係 

電話：０７７-５２２-８427   
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